
令和６年５月１日  

 

下松市長     國   井   益   雄  様  

 

                 下松市特別職報酬等審議会  

 会  長    白  木  正  博    

 

 

下松市特別職の報酬等の額について（答申）  

 

 

令和６年１月２５日付け下松総第１３号で諮問のありました市議会の

議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額及び改定すると

した場合の実施時期について、本審議会において慎重に審議した結果、

下記のとおり答申します。  

 

記  

 

１  答申  

(1) 市議会の議員報酬の額（月額）  

区  分 改定額 現 行 増減 

議長 478,000 円 475,000 円 3,000 円 

副議長 418,000 円 415,000 円 3,000 円 

委員長 393,000 円 390,000 円 3,000 円 

副委員長 385,000 円 382,000 円 3,000 円 

議員 380,000 円 377,000 円 3,000 円 

 

(2) 市長、副市長及び教育長の給料の額（月額）  

区   分  改定額 現  行  増減 

市長 942,000 円 935,000 円 7,000 円 

副市長 766,000 円 760,000 円 6,000 円 

教育長 675,000 円 670,000 円 5,000 円 

 

(3) 改定するとした場合の実施時期  

  令和６年７月１日  

㊢  



２  答申の理由  

本審議会は、市長から諮問のあった特別職の報酬等の額について、

特別職の職責、下松市の財政状況、県内他市や県外類似団体との比較、

さらに現在の社会情勢、経済状況等を総合的に勘案して審議した結果、

市議会の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額にお

いては、平成９年の答申を受けて以降、一度も見直されていないこと

から、平成２８年の据え置き答申以降の人事院勧告に基づく一般職員

の給与の改定率程度の引き上げを行うことが適当であると判断した。  

また、改定するとした場合の実施時期については、本審議会終了後

の市議会定例会（令和６年６月）において議員報酬等に関する条例改

正案を提出することが望ましいことから、令和６年７月からと判断し

た。  

 

３   審議の内容  

(1) 市議会の議員報酬の額  

(2) 市長、副市長及び教育長の給料の額  

平成９年以降据え置きになっている特別職の報酬等については、

依然として中小零細企業まで賃上げが浸透していないという現状が

ある中では、改定を行わず据え置くべきだという意見もあったが、

平成９年以降の物価指数や一般職の給与勧告の実施状況、現在の社

会情勢、経済状況等を総合的に勘案すると、増額改定することが望

ましいとの結論に達した。  

増額の程度については、物価指数と一般職の給与勧告の中間程度

での増額が適当ではないかという意見もあったが、前回の審議会以

降の一般職の給与改定率の引き上げが適当であると判断した。  

なお、審議の中では、議員報酬を増額することで、これまで以上

に議員活動に励んでほしいという意見、また、議員報酬は生活給で

はなく職務に対する対価であることも考慮すると、物価指数や一般

職の給与勧告を参考にしなくてもいいのではという意見、議員活動

のレベルを上げるためにも、今後、現状２０人となっている議員数

についても、削減の必要があるのではという意見もあった。  

また、特別職の報酬等を検討する際には、手当等を含めた市職員

の給与動向を十分考慮に入れるべきという意見もあった。  

 

(3) 改定するとした場合の実施時期  

改定時期については、平成９年以降改定が行われていないという

現状も踏まえ、本審議会終了後、所定の手続を経て、近日中に開か



れる市議会定例会（令和６年６月）へ条例改正案を提出することが

望ましいという意見が多かった。  

なお、議員報酬については、現在の任期を全うした後、令和８年

４月からが望ましいという意見もあった。  

 

４  付帯意見  

市長への答申時期については、今後、下松市長選挙が実施される

見込みであることから、選挙活動に影響を及ぼさないよう、選挙終

了後に行うものとする。  

また、今後の本審議会の開催については、報酬等を引き上げるた

めではなく、その水準が適正かどうかを判断するためにも、２年に

１回程度の開催が望ましい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【資料１】令和５年度   下松市特別職報酬等審議会   委員名簿  

（会長及び職務代理以降は五十音順、敬称略） 

役  職 団 体 役 職 名 等 氏 名 

会    長 
下松市社会福祉協議会  

会長  
白木
し ら き

 正博
まさひろ

 

職務代理 
下松市連合婦人会  

会長  古田
ふ る た

 尊子
た か こ

 

 
東洋鋼鈑（株）下松事業所  

副所長兼総務部長  
河田
か わ た

 浩志
ひ ろ し

 

 
（株）日立製作所鉄道ビジネスユニット  

Vehicles BP 部  部長  
久保
く ぼ

 宏
ひろし

 

 
山口銀行下松支店  

支店長  
武居
たけすえ

 直人
な お と

 

 
下松市自治会連合会  

会長  田中
た な か

 豊
ゆたか

 

 
下松商工会議所  

会頭  
弘中
ひろなか

 善
よし

昭
あき

 

 
山口県農業協同組合  

周南統括本部統括副本部長  
守
もり

友
とも

 秀和
ひでかず

 

 

【資料２】令和５年度   下松市特別職報酬等審議会   開催状況  

 開催日 主な内容 

第１回 令和６年１月２５日（木） 
委嘱状交付、会長等選出、諮問書交

付、資料説明及び諮問事項の審議 

第２回 令和６年３月 ７日（木） 追加資料説明並びに諮問事項の審議 

 

【資料３】検討資料  

・本市並びに県内他市及び類似団体の市勢、財政状況等比較  

・本市並びに県内他市及び類似団体の特別職の報酬等の額等比較  

・物価指数、給与勧告の実施状況、下松市議会議員の活動状況  

・諮問額に改定した場合の市財政への影響額  

 

 

 


